
民間バス（借り上げバス）
の利用助成を行います!

高齢者介護予防・地域活動等支援バス利用助成事業

利用条件等

（令和８年4月1日発行）鳥取市委託事業

公民館活動団体高齢者団体

地区公民館を
拠点に活動している

１０人 以上の団体
※総合支所地域振興課⾧又は

地区公民館⾧が認める団体

市内に住所を有する
６０歳以上の方で組織
する１０人以上の団体

団体条件

〇団体の活動目的と
する地域貢献活動

〇研修会及び各種大会
などへ参加する活動

〇介護予防・健康保持
のための教養講座

〇地域社会との
交流を図るための
レクリエーション

〇研修に参加する活動

活動条件

年１回 / １団体年２回 / １団体利用回数

日帰りで民間バスが手配できる日時及び範囲

利 用 日

利用時間

運行範囲

民間バス基本料金のうち７万円を上限に助成
（7万円を超えた分は利用団体が負担）

※高速料・駐車場料金等は含まない

助成金額

申込書類を利用の１ヵ月前までに提出申込締切

☞申込から助成までの流れは裏面へ



【実績報告】

バスを利用した活動日の後
１０日以内に下記申込先へ
必要書類をご提出ください

〇必要書類
-実績報告書
-活動状況が分かるもの
（写真,研修資料,パンフレットなど）
-乗車名簿※人数変更があった場合のみ
-決定通知書（写）

▼団体口座への支払を希望する団体のみ
-バス会社等が発行した領収書(写)など
-助成金交付請求書

【助成】

本会が実績報告書等を確認した後
助成金（上限７万円）を

①②どちらかの方法でお支払いします

〇支払方法
①団体口座へ支払いを希望する団体
鳥取市社会福祉協議会→団体口座へ支払
※10日までに実施報告をされた場合、当月25日に

団体口座へ支払（振込）いたします
（金融機関の休業日が重なる場合は翌営業日に振込）

②民間バス会社へ支払いを希望する団体
鳥取市社会福祉協議会→民間バス会社へ支払

申込から助成までの流れ

【申込】

バスを利用する活動日の
１か月前までに

下記申込先へ必要書類を
ご提出ください

〇必要書類
-利用申込書
-行程表
-乗車名簿
-事業案内,チラシ
-見積書

※バス会社等に発行を
ご依頼ください

【利用決定】

本会が申込書類を確認後、
団体代表者の方へ

決定通知書等を送付します

〇送付書類
-決定通知書
-(様式)実績報告書
-(様式)助成金交付請求書

【活動】

ご提出していただいた
行程表をもとに活動を行
ってください

発行元:鳥取市社会福祉協議会 地域福祉課


